
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
存
す
る
地
域
の
交
通
手
段
の
状
況
、
当
該
鉄
道
に
係
る
鉄
道
事
業
の
事
業
構
造
の
変
更
に
よ
る

経
営
の
改
善
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
場
合
の
災
害
復
旧
事
業

の
補
助
率
は
、
三
分
の
一
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
率
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
一
項
関
係
）

第
二

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
五
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
数
を
、
一
と
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
三
項
関
係
）

第
三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
四

こ
の
政
令
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
項
関
係
）

第
五

改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
鉄
道
事

業
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
施
行
を
開
始
し
た
災
害
復
旧
事
業
に
つ

い
て
も
、
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
項
関
係
）



政
令
第

号

鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
第
八
条
第
五
項
第
三
号
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
三
号
ロ
中
「
閉
塞
装
置
」
を
「

そ

く

閉
塞
装
置
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
五
項
」
を
加
え
、
「
二
割
五
分
」
を
「
四
分
の
一
（
災
害
を
受
け

た
鉄
道
の
存
す
る
地
域
の
交
通
手
段
の
状
況
、
当
該
鉄
道
に
係
る
鉄
道
事
業
の
事
業
構
造
の
変
更
に
よ
る
経
営
の
改
善
の
見
通

し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、
三
分
の
一
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
八
条
第
五
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
一
と
す
る
。

附

則



１

こ
の
政
令
は
、
鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
三

十
年
八
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
鉄
道
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
政

令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
施
行
を
開
始
し
た
災
害
復
旧
事
業
に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。



理

由

鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
激
甚
災
害
等
に
係
る
鉄
道
の
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
補
助

の
要
件
に
係
る
係
数
等
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
災
害
復
旧
事
業
）

（
災
害
復
旧
事
業
）

第
一
条

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五

第
一
条

鉄
道
軌
道
整
備
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
災

よ
り
そ
の
経
費
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
災
害
復
旧
事
業
は
、
災
害
を
受
け
た

害
を
受
け
た
鉄
道
の
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
（
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が

鉄
道
の
施
設
を
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
（
原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
場

不
可
能
な
場
合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
施
設
を

合
に
お
い
て
当
該
施
設
の
従
前
の
効
用
を
復
旧
す
る
た
め
の
施
設
を
す
る
こ
と
を

す
る
こ
と
を
含
む
。
）
を
目
的
と
す
る
事
業
及
び
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
施
設
を

含
む
。
）
を
目
的
と
す
る
事
業
及
び
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
施
設
を
原
形
に
復
旧

原
形
に
復
旧
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
こ
れ
に
代

す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
又
は
不
適
当
な
場
合
に
お
い
て
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必

わ
る
べ
き
必
要
な
施
設
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ

要
な
施
設
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
以
外

る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

の
も
の
と
す
る
。

一

工
事
に
要
す
る
費
用
に
比
し
て
そ
の
効
果
が
著
し
く
小
さ
い
も
の

一

工
事
に
要
す
る
費
用
に
比
し
て
そ
の
効
果
が
著
し
く
小
さ
い
も
の

二

維
持
工
事
と
み
る
べ
き
も
の

二

維
持
工
事
と
み
る
べ
き
も
の

三

設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る

三

設
計
の
不
備
又
は
工
事
施
行
の
粗
漏
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る

災
害
に
係
る
も
の

災
害
に
係
る
も
の

四

維
持
管
理
の
方
法
が
適
当
で
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
と
認
め

四

維
持
管
理
の
方
法
が
適
当
で
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
と
認
め

ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の

ら
れ
る
災
害
に
係
る
も
の

２

前
項
の
鉄
道
の
施
設
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

前
項
の
鉄
道
の
施
設
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
線
路
施
設

一

次
に
掲
げ
る
線
路
施
設

イ

軌
道
（
線
路
舗
装
を
含
む
。
）

イ

軌
道
（
線
路
舗
装
を
含
む
。
）

ロ

路
盤

ロ

路
盤

ハ

線
路
切
取

ハ

線
路
切
取

二

線
路
築
堤

二

線
路
築
堤

ホ

土
留
擁
壁

ホ

土
留
擁
壁

ヘ

橋

ヘ

橋

ト

伏
せ
樋

ト

伏
せ
樋

び

び

チ

排
水
溝

チ

排
水
溝
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リ

ト
ン
ネ
ル

リ

ト
ン
ネ
ル

ヌ

防
砂
設
備

ヌ

防
砂
設
備

ル

防
雪
設
備

ル

防
雪
設
備

ヲ

防
波
設
備

ヲ

防
波
設
備

二

次
に
掲
げ
る
停
車
場
施
設

二

次
に
掲
げ
る
停
車
場
施
設

イ

転
車
台

イ

転
車
台

ロ

遷
車
台

ロ

遷
車
台

ハ

給
水
設
備

ハ

給
水
設
備

ニ

給
油
設
備

ニ

給
油
設
備

ホ

給
炭
設
備

ホ

給
炭
設
備

ヘ

乗
降
場

ヘ

乗
降
場

ト

貨
物
積
卸
場

ト

貨
物
積
卸
場

三

次
に
掲
げ
る
運
転
保
安
施
設

三

次
に
掲
げ
る
運
転
保
安
施
設

イ

信
号
扱
所
建
物

イ

信
号
扱
所
建
物

ロ

閉
塞
装
置

ロ

閉
塞
装
置

そ
く

ハ

信
号
装
置

ハ

信
号
装
置

ニ

連
動
装
置

ニ

連
動
装
置

ホ

転
轍
装
置

ホ

転
轍
装
置

て
つ

て
つ

ヘ

踏
切
保
安
装
置

ヘ

踏
切
保
安
装
置

四

次
に
掲
げ
る
電
気
施
設

四

次
に
掲
げ
る
電
気
施
設

イ

送
電
線
路

イ

送
電
線
路

ロ

饋
電
線
路

ロ

饋
電
線
路

き

き

ハ

電
車
線
路

ハ

電
車
線
路

ニ

配
電
線
路

ニ

配
電
線
路

ホ

変
電
設
備
（
変
電
所
建
物
を
含
む
。
）

ホ

変
電
設
備
（
変
電
所
建
物
を
含
む
。
）

五

通
信
施
設

五

通
信
施
設

六

鉄
道
車
両

六

鉄
道
車
両

（
災
害
復
旧
事
業
費
の
補
助
）

（
災
害
復
旧
事
業
費
の
補
助
）

第
二
条

法
第
八
条
第
四
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
は
、
災
害
復
旧
事
業

第
二
条

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
助
は
、
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
工
事

に
係
る
工
事
の
た
め
直
接
必
要
な
本
工
事
費
及
び
附
帯
工
事
費
に
つ
い
て
す
る
も

の
た
め
直
接
必
要
な
本
工
事
費
及
び
附
帯
工
事
費
に
つ
い
て
す
る
も
の
と
し
、
そ
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の
と
し
、
そ
の
補
助
率
は
、
四
分
の
一
（
災
害
を
受
け
た
鉄
道
の
存
す
る
地
域
の

の
補
助
率
は
、
二
割
五
分
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し

交
通
手
段
の
状
況
、
当
該
鉄
道
に
係
る
鉄
道
事
業
の
事
業
構
造
の
変
更
に
よ
る
経

て
定
め
る
率
と
す
る
。

営
の
改
善
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
国
土
交
通

大
臣
が
認
め
る
場
合
は
、
三
分
の
一
）
以
内
に
お
い
て
国
土
交
通
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
率
と
す
る
。

２

前
項
の
本
工
事
費
及
び
附
帯
工
事
費
に
は
、
購
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

２

前
項
の
本
工
事
費
及
び
附
帯
工
事
費
に
は
、
購
入
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法

の
み
に
よ
つ
て
災
害
復
旧
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
購
入
費
そ
の
他
こ
れ
に
準

の
み
に
よ
つ
て
災
害
復
旧
事
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
購
入
費
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
費
用
、
応
急
工
事
が
復
旧
工
事
の
一
部
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
応
急
工

ず
る
費
用
、
応
急
工
事
が
復
旧
工
事
の
一
部
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
応
急
工

事
に
要
し
た
費
用
及
び
復
旧
工
事
に
必
要
な
仮
設
工
事
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も

事
に
要
し
た
費
用
及
び
復
旧
工
事
に
必
要
な
仮
設
工
事
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

３

法
第
八
条
第
五
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
数
は
、
一
と
す
る
。

（
新
設
）
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鉄
道
軌
道
整
備
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
鉄
道
軌
道
整
備
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
（
抄
）

（
助
成
の
対
象
と
す
る
鉄
道
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
規
定
に
基
く
助
成
の
対
象
と
す
る
鉄
道
は
、
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
、
第
二

号
に
該
当
す
る
も
の
で
当
該
改
良
計
画
に
つ
き
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

四

洪
水
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
天
然
現
象
に
よ
り
大
規
模
の
災
害
を
受
け
た
鉄
道
で
あ
つ
て
、
す
み
や
か
に
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
し
て
そ
の
運
輸
を
確
保
し
な

こ
う

け
れ
ば
国
民
生
活
に
著
し
い
障
害
を
生
ず
る
虞
の
あ
る
も
の

２

（
略
）

（
補
助
）

第
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

政
府
は
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
鉄
道
の
鉄
道
事
業
者
が
そ
の
資
力
の
み
に
よ
つ
て
は
当
該
災
害
復
旧
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
予
算
の
範
囲
内
で
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
～
８

（
略
）

○
鉄
道
軌
道
整
備
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
（
抄
）

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

鉄
道
軌
道
整
備
法

第
八
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四
項
」
の
下
に
「
及

び
第
五
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

５

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
鉄
道
に
係
る
災
害
復
旧
事
業
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
予

算
の
範
囲
内
で
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
激
甚
災
害
そ
の
他
こ
れ

じ
ん

に
準
ず
る
特
に
大
規
模
の
災
害
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
災
害
復
旧
事
業
の
施
行
が
、
民
生
の
安
定
上
必
要
で
あ
る
こ
と
。

三

当
該
災
害
復
旧
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
が
、
当
該
災
害
復
旧
事
業
に
係
る
災
害
を
受
け
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
事
業
年
度
」
と
い

う
。
）
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
遡
り
一
年
間
に
お
け
る
当
該
鉄
道
の
運
輸
収
入
に
政
令
で
定
め
る
数
を
乗
じ
て
得
た
額
以
上
で
あ
る
こ
と
。
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四

基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
か
ら
遡
り
三
年
間
（
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
に
お
い
て
当
該
鉄
道
が
そ
の
運
輸
開
始
後
三
年
を
経
過
し
て
い
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
運
輸
開
始
後
基
準
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
末
ま
で
の
期
間
）
に
お
け
る
各
年
度
に
欠
損
を
生
じ
て
い
る
鉄
道
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
四
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
八
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
中
「
第
八
条
」
の
下
に
「
（
第
五
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号

中
「
さ
か
の
ぼ
り
」
を
「
遡
り
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
・
３

（
略
）


